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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに電気的に絶縁された少なくとも２つの電極（１１，１２）を有する中性電極（１
０）を接続するための電気外科手術装置であって、
　患者の皮膚領域（１）に貼付可能な前記電極（１１，１２）の活性面には、貼付前に取
り外しが可能な被覆フィルム（１６）が取り付けられており、
　前記被覆フィルム（１６）は、規定の抵抗を有していることにより、規定の抵抗が前記
電極（１１，１２）間で生成され、
　前記電気外科手術装置は、
　前記被覆フィルム（１６）の取り付け時に、前記中性電極の前記電極（１１，１２）の
前記活性面間の抵抗を測定するための抵抗測定装置（２５）と、
　測定した抵抗を保存した抵抗値と比較するとともに、測定した抵抗に基づいて、接続さ
れた中性電極の電極の種別を判別するための比較器（２６）と、
　前記抵抗値に割り当てられた電極の種別を、表示する表示装置及び／又は記録する記録
装置と、を有すること
を特徴とする電気外科手術装置。
【請求項２】
　ある抵抗値又は電極の種別が存在すると、電気外科手術装置によって供給される最大電
流値を設定する電流制限装置を備えることを特徴とする請求項１に記載の電気外科手術装
置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１に記載のプリアンブルによる中性電極、請求項４に記載のプリアン
ブルによる電気外科手術装置、及び請求項７に記載のプラスチック又はセラミックフィル
ムの、並びに請求項８に記載の中性電極の製造方法及び使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気外科手術装置では、同一の装置に異なる複数の器具を接続することが知られている
。その電気外科手術装置を接続した器具に合わせて調整するため、例えば、ＤＥ４３３９
０４９Ｃ２に記載の、符号化を行って、器具に存在する抵抗とその電気外科手術装置への
電気接続を介して前記装置に通知し、接続した器具上のデータを参照リストから読取り、
それに従って電気外科手術装置を調節できることが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】独国特許発明第４３３９０４９Ｃ２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　電気外科手術においては、多くの場合、単極器具が使用され、その間、中性電極を患者
の皮膚領域に吸着させる。この種の中性電極は、２つ以上の活性面を備えており、判定対
象の患者の皮膚領域上における中性電極の座りを修正することができるように構成されて
いる。この種の中性電極は、必要とされる表面もしくは表面寸法により、多種多様な実施
形態で提供される。新生児の手術では、大人の患者の手術で使用するものとは異なる中性
電極の使用が必要となると考えられる。すなわち、使用する中性電極により、電気外科手
術装置は、少なくとも部分的に他のパラメータに調整する必要がある。このことは、手間
がかかるだけではなく、特にこの分野の技術においては、致命的な結果をもたらすミスが
起こる可能性もある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、高い安全性を保証しながら、操作性を高めた中性電極、又は電気外科手術装
置、あるいは、中性電極の製造方法及び使用方法を開示することを目的とする。
【０００６】
　この目的は、請求項１による中性電極、請求項４による電気外科手術器具、及び請求項
８による方法によって達成される。特殊な使用方法については請求項７に説明している。
【０００７】
　本発明の本質的な点は、必要とされる構成要素、すなわち、中性電極を包装、殺菌する
ため、そして、殺菌した状態で患者の皮膚に接着可能とするために通常使用される被覆フ
ィルムを、電気外科手術装置の符号化後に破棄可能な符号化装置として使用するというこ
とにある。すなわち、符号化装置を備えた中性電極を製造するための労力は大きく削減さ
れる一方、その使用方法が大幅に簡素化される。これは、安全性の向上にもつながる。
【０００８】
　被覆フィルムは、被覆されると電極と接触し、それらの間で、例えば、別体の構成要素
として規定の抵抗を提供するように構成された伝導部（低抵抗）を備えてもよい。被覆フ
ィルムとして、規定の抵抗を有する材料を使用した方がより簡単である。これは、被覆フ
ィルムが、電気パラメータが製造中に決定される均質的な材料であれば、特に簡単であり
、容易に再現可能となる。
【０００９】
　電気外科手術装置は、粘着性の被覆フィルムによって規定される、電気的に絶縁された
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電極間の抵抗を測定するために使用される抵抗測定装置を備える。
【００１０】
　もっとも単純な場合では、測定した抵抗を表示して読み込むことにより、操者が測定し
た抵抗を利用して使用する中性電極を識別するとともに、それによって電気外科手術装置
を調整することができるようになる。復号化装置を設け、測定した抵抗を保存してある抵
抗値と比較して、比較結果から直接使用する中性電極の種別を表示すれば、操作は簡素化
できる。接続した中性電極に対応するパラメータが比較結果もしくは、測定した抵抗から
直接導き出されるとともに、電気外科手術装置に供給されれば、操作は、さらに簡素化で
きる。
【００１１】
　好ましくは上記の電気外科手術装置内の装置によって設定する主要なパラメータの１つ
として、使用する中性電極と電気外科手術装置から患者を通して流れる最大電流がある。
例えば、中性電極を、生まれたばかりの赤ん坊（新生児）の手術に使用する場合には、約
３００ｍＡが最大電流となる。よって、このような場合、電流制限は、もはや操者によっ
て設定する必要はなく、測定した抵抗値に基づいて自動的に設定する傾向にある。
【００１２】
　また、上記から、本発明は、それ自体が規定の抵抗を持つとして知られるプラスチック
又はセラミックフィルムの使用方法、すなわち、中性電極の活性面を覆うための被覆フィ
ルムとしての使用方法に関するものである。
【００１３】
　よって、ここに提供する方法は、中性電極の製造方法と使用方法に関するものであり、
その方法は下記の工程を有する。
【００１４】
　ａ）中性電極は、それ自体周知の方法で製造され、患者の皮膚領域への貼付用の活性面
を形成する互いに電気的に絶縁された少なくとも２つの電極を有する。
　ｂ）被覆フィルムがこれらの活性面に、接着層によって取り付けられ、前記被覆フィル
ムが、前記中性電極の取り扱い中（梱包及び出荷中）に接着状態を保ち、手術前に取り外
しができるように構成されている。前記被覆フィルムは、前記中性電極の前記活性面が抵
抗によって互いに接続されるように規定の前記電気抵抗を有する。このようにして確立さ
れ、保護された前記中性電極を包装、消毒する。
　ｃ）包装から取りだされた後、まだ前記被覆フィルムで覆われている前記中性電極を電
気外科手術用発電機に接続する。
　ｄ）測定装置を使って前記電極間の前記抵抗を判定する。
　ｅ）この抵抗は、接続した中性電極の特性を表わすため、判定した前記抵抗に基づいて
前記発電機を調整する。
　ｆ）最後に、前記被覆フィルムを取り外すことにより、前記中性電極を患者の想定され
る前記皮膚領域に貼り付けることが可能になる。
【００１５】
　好ましくは、前記発電機は、測定した前記抵抗値によって、測定した中性電極の種別に
よって最大電流に設定する。この作業は、測定した前記抵抗値を、中性電極の種別をそれ
ぞれ表わす保存された値と比較することにより、特に簡単に成し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　以下に、下記の図面に基づいて実施形態を例示しながら本発明をさらに詳しく説明する
。
【図１】図１は、本発明による中性電極の実施形態の上面図である。
【図２】図２は、図1の線ＩＩ－ＩＩに沿った断面図である。
【図３】図３は、図２に類似した図であり、被覆フィルムを取り除いて、糊付けした状態
を表わす図である。
【図４】図４は、本発明による、中性電極を組み合わせた電気外科手術装置の実施形態を
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表わす略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　下記に、添付の図面に基づいて実施形態を例示しながら本発明をさらに詳しく説明する
。下記の説明において、同じ参照符号は、同じ部品、もしくは同様の機能を有する部品を
示す。
【００１８】
　図１及び図２に示すように、中性電極は、支持体１５に貼付されるとともに、堅固に接
続された２つの、一般的には金属製の電極１１，１２を備える。図２に示す電極の状態は
、使用前の状態であり、支持体に接続されていない、もしくは支持体に覆われていない電
極１１，１２の活性面部分が、被覆フィルム１６で被覆されている。図２に示すように、
被覆フィルム１６は、規定の電気抵抗を有する同一の材料から形成することができる。ま
た、それらの間に抵抗を有する別体の接点（フィルムとして実施可能である）を使用して
、前記電極１１及び１２間の前記規定の抵抗を生成することも可能である。
【００１９】
　電気外科手術装置に接続するため、電極１１，１２を通電状態に接続する接続線１３，
１４を設ける。
【００２０】
　患者の皮膚領域１への接着する場合、電極１１，１２及び支持体１５の一部に接着層に
よって接続された被覆フィルム１６を取り外すことにより、中性電極１０を患者の皮膚領
域１に接着、もしくはその他の方法でこの皮膚領域に取付け可能となる。ここで、電極１
１及び１２と皮膚領域１との間の抵抗を低減するために導電性ゲルを使用するのが一般的
である。しかしこれ自体は周知の技術である。
【００２１】
　図４は、電気外科手術装置の概略であり、符号２０を付してある。
　電気外科手術装置２０は、中性電極１０用の接続端子２１，２２と、電気外科手術装置
２０を接続する１つ（以上）の端子２３を備えている。これらの端子２１乃至２３は、高
周波（ＨＦ）ジェネレータ２４に接続されている。
【００２２】
　電気外科手術装置２０には、抵抗測定装置２５が設けられており、接続端子２１及び２
２に接続されると共に、接続線１３，１４を介して中性電極１０の電極１１，１２に接続
されている。抵抗測定装置（任意で、インピーダンス測定装置）は、一方の電極１１から
導電性被覆フィルム１６を介して他の電極１２まで流れる電流の測定値に基づいて、２つ
の電極１１，１２の間の電気抵抗の程度を決定する。規定した抵抗値は、抵抗測定装置２
５によって、測定値をメモリ２７内に保存された値と比較する比較器２６に送られる。保
存された値は、中性電極１０の異なる実施形態に対応する。比較結果は、比較器２６によ
って、ＨＦジェネレータ２４に送られ、ＨＦジェネレータ２４は、それを受信すると動作
パラメータを設定する。この種の動作パラメータは、特に、ＨＦジェネレータによって供
給され得る最大電流であり、これは、特に新生児の手術の場合に非常に重要である。
【符号の説明】
【００２３】
１　　皮膚領域
２　　電気外科手術器具
１０　中性電極
１１，１２　電極
１３，１４　接続線
１５　支持体
１６　被覆フィルム
２０　電気外科手術装置
２１，２２，２３　接続端子
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２４　ＨＦジェネレータ
２５　抵抗測定装置
２６　比較器
２７　メモリ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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